
臼杵市小中学校の適正な規模の基準について 

（１）学級数の基準について 
 学級数については、学校教育法施行規則第４１条に「小学校の学級数は１２学級以上１８学級以

下を標準とする。」と規定されていますが、ただし書きにより「地域の実態その他により特別の事情

があるときはこの限りでない。」とし、同規則第７９条の準用規定により「中学校は小学校を準用す

る。」となっています。 
【学級数を基準とした適正規模の定義】 
国 【小学校】１２学級以上、１８学級以下 

【中学校】小学校を準用 
※ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときは、この限りでない。 

※標準学級数とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下、「義

務標準法」という。）で定められている学級編制の基準 
臼杵市立小中学校の学級数及び児童生徒数 
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上記のとおり、市内の小中学校で、国が示す基準の学級数を満たす学校数は、小学校１３校中１校

（市浜小学校）、中学校５校中２校（北中学校、西中学校）であり、小学校は１２校、中学校は３校

が国の示す適正規模の定義に該当しない状況にあります。 
 このような状況から、本市の小中学校の実態に即した学級数の基準を定めることが望まし

いと考えます。 
 

・・・今回は、以下の基準について等の協議をします。・・・ 
【案：学級数を基準とした適正規模の定義】 
国 【小学校】１２学級以上、１８学級以下 

【中学校】小学校を準用 
※ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときは、こ

の限りでない。 
臼杵市  

【小学校】（         ） 
【中学校】（         ） 
 
※この基準の数には、特別支援学級の数は含めない。 

※標準学級数とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以

下、「義務標準法」という。）で定められている学級編制の基準 
 
本市の適正規模の定義による学校数 
区分 適正規模 小規模  計 
小学校  （    ）校 （    ）校 １３校 
中学校  （    ）校 （    ）校 ５校 

 
（２）児童数の基準について 
 児童数については、義務標準法第３条において、「公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童

又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数か著しく少ない

かその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を

一学級に編制することができる。」とし、一学級の児童・生徒数の基準を次のように定めています。 
学級編制の区分 １学級の児童又は生徒の数 

小学校 中学校 
同学年の児童で編制する学級 ３５人 ※１ ４０人 
二の学年の児童で編制する学級（複式学級） 
       （１年生の児童を含む学級） 

１６人 ８人 
（８人）  － 

学校教育法第８１条に規定する特別支援学級 ８人  ８人 
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※令和３年度の義務標準法改正により、１学級あたりの上限人数を３５人とする。 
令和３年度の小学２年生から令和７年度の小学６年生まで、年度ごとに上の学年へ拡大される。 

 
 このように、小学校では１年生を含む二の学年の児童数の合計が８人以下の場合、２年生以上の

二の学年で児童数の合計が１６人以下の場合は複式学級となりますが、大分県では、小学校１年生

を含む複式学級は解消し、２年生以上の二つの学年の児童数の合計が１４人以下の場合に複式学級

となる独自の基準を設けています。 
 

この複式学級編制となる児童数の基準に加え、学級数の基準や本市の学校規模の現状等を

考慮し、児童数から見た場合の基準についても定めることが望ましいと考えます。 
 

基 準 児童数の目安（１校あたり） 根拠となるグループ数（１学年あたり） 
【適正規模】 全校で（   ）名以上 （  ）グループ以上 

１学年あたり（   ）名以上 
【小規模】 全校で（   ）名程度 （  ）グループ程度 

１学年あたり（   ）名程度 

  

※網掛けの箇所は、公立学校のあり方検討委員会で検討済みですが、教育委員会への報告後、

数値等を記載したものを公開します。 
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